
（集団健康診査）と く と く 健 診
　特定健康診査・高齢者健康診査は各医療機関で個々に受診することができますが、より多くの人に受診していただくた
め、町立万葉ホールでとくとく健診 (集団健康診査 )を行います。とくとく健診を積極的に利用し、健康なからだと心で
いきいきした生活を送りましょう！
　とくとく健診とは、特定健康診査・高齢者健康診査を一緒に行い、同時にがん検診も受けることもできる集団健康診査
のことです。（がん検診のみの受診はできません。）

［と　き］８月21日（木）～25日（月）　午前９時～正午　　［ところ］町立万葉ホール
【とくとく健診のおトクなポイント】
①�通常は約8,000円かかる検査内容の受診料が無料！（ただし、社会保険に加入されている人は、自己負担額がかかります。）
②健康診査の結果から、あなたにあった健康づくりを無料でお手伝い！（保健師・栄養士による特定保健指導）
③がん検診（有料）が併せて受診できます。今年度は乳がん検診も行います。（完全予約制）

［対　象］町内在住の満40歳以上で、次のいずれかに該当する人
・国民健康保険の特定健康診査の受診券や後期高齢者医療の高齢者健診の受診券をお持ちの人
・生活保護受給者など健康保険適用除外者
・�社会保険などに加入している人に扶養されている、受診券をお持ちの人（社会保険などとは、健康保険組合
や協会けんぽ、共済、国保組合などのことです。）

【とくとく健診予約開始！】
　受付は先着順で、各日定員になり次第しめ切りますので、お早めにお申込みください。

［申込方法］すべての健診が完全予約制です。予約は電話受付のみです。保険証と健康診査の受診券をお手元に準備して、
お電話ください。また、申込み初日など予約が集中して電話がつながりにくくなることが予想されます。あ
らかじめご了承ください。

［受付期間］６月23日（月）～７月４日（金）　午前９時～午後５時（専用電話　☎98‒5701）　※土・日曜日を除く。
とくとく健診　日程表

※�社会保険などに加入している人
に扶養されている40歳以上75
歳未満で受診券をお持ちの人
は、受診券に基づいて受診でき
ます。ただし、自己負担が必要
な場合があります。

※�各がん検診・肝炎検査は、とく
とく健診とのセット検診のみに
なります。

※�大腸がん・乳がん検診は、無料
クーポン券をお持ちの人も、受
診できます。

★�今までどおり各医療機関でも健
康診査を受診できますので、期
限までに必ず受診しましょう。

【たいしくんスマイル（太子町健康マイレージ事業）】
特定健診・がん検診をセットで受けることで、30スマイル貯まり、すぐに応募ができます。ご参加お待ちしております！
詳しくは、14ページ「たいしくんスマイル（太子町健康マイレージ事業）」をご覧ください。

◆問合せ　健康増進グループ　☎98‒5520　　保険医療グループ　☎98‒5516

　減量はなかなか難しい、という人でも代謝を上げる「食と動き」を、一度生活
に取り入れてみませんか。１日だけの参加も可能です。スケジュールに合わせて、
ぜひご参加ください。

［対　象］太子町に在住の概ね20歳
以上の人

［参加費］無料
［定　員］20人（各日４日前までに

お申込みください）
※定員になり次第しめ切ります。
◆申込・問合せ　健康増進グループ
　☎98‒5520

と　　き ところ 内　　　容
６月13日（金）

午前10時～午後１時30分
町立保健センター
２階　調理室 野菜たっぷりメニュー

６月24日（火）
午後１時30分～３時30分 町立万葉ホール

健康生活に活かせる健診データの見
方、保健師の講話・からだ年齢・血管
年齢の測定

健診・検査
項　　目

８月（各日午前中のみ）
受診できる人 料金21日 22日 23日 24日 25日

木 金 土 日 月
特 定
健 康 診 査 ● ● ● ● ● 40歳～74歳の

国民健康保険加入者
無料
受診券が必要です

高 齢 者
健 康 診 査 ● ● ● ● ● 75歳以上の人 無料

受診券が必要です
肺 が ん 検 診 ● ● ● ● ● 40歳以上の人 500円
大 腸 が ん
検 診 ● ● ● ● ● 40歳以上の人 500円
胃 が ん 検 診 ● ● 40歳以上の人 500円

乳 が ん 検 診 ● ●
40歳以上の人
昭和49年以前生まれで、
奇数年生まれの人

500円

肝炎ウイルス
検 査 ● ● ● ● ● 40歳～75歳 無料

すてきに健康づくりしませんか？　ヘルシーライフ講座
テーマは、すてきな生活　～ お腹が出ていても、糖尿病があっても大丈夫 ～
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受けましょう！がん検診
［場所］町立保健センター
※�検診費用として、各項目ごとに500円
が必要です。

胃・大腸がん検診　
実施日　７月24日（木）午前
対象者　40歳以上の人
定　員　50人
※�原則、胃・大腸がん検診は、セット
検診（1,000円）です。

肺がん検診・結核健診
実施日　７月24日（木）午前
対象者　40歳以上の人
定　員　60人
※�胃・大腸がん検診（1,000円）も同
時に受けられます。

乳がん検診
［視触診とマンモグラフィ検査］

実施日　７月31日（木）午前・午後
対象者　40歳以上の女性
　　　　�〈昭和49年以前の奇数年生ま

れの人〉
定　員　54人
※�ペースメーカー装着・授乳中及び豊
胸手術を受けたことがある人は、マ
ンモグラフィ検査を受けられません。

子宮頸がん検診
実施日　７月31日（木）午後
対象者　20歳以上の女性
　　　　�〈昭和63年以前の奇数年生ま

れの人、平成２年・４年・６年
生まれの人〉

定　員　80人
※乳がん・子宮頸がん検診は２年に１
　度の受診となります。（昨年度検診
　を受けられなかった人は、お問い合
　わせください。）　

◎�検診は予約制です。電話でお申し込
みください。受付は、検診実施日の
１週間前まで。
　ただし、定員になり次第締め切ります。
◎�職場などで検診を受ける機会のある
人は、対象となりません。

◆問合せ
　健康増進グループ　☎98－5520

たいしくんスマイル
（健康マイレージ事業）

　町内に在住の全住民を対象に、健診や健康に関連するイベントに参加したり、健康
づくりに取り組むことで、スマイル（ポイント）を貯めて応募すると、参加賞や健康
に関連するグッズがもらえる『たいしくんスマイル』が始まります！！

◆問合せ　健康増進グループ　☎98-5520／保険医療グループ　☎98-5516

※その他の対象事業については７月号広報をご確認ください。

30スマイル貯まると参加賞と交換、
記念品に応募ができます！！（１人１回チャレンジ）

抽選で豪華記念品（健康グッズ）が当たる！！
　Aコース：５万円相当以上を１本
　Bコース：２万円相当以上を２本
　Cコース：８千円相当以上を３本

みんなが健康で笑顔のまちに！いよいよ広報太子７月号と一緒に案内チラシを
お届けします。お楽しみに～♪♪

特定健診・職場健診
受診（10スマイル）

赤ちゃん会ぷらす
参加（３スマイル）

町内ウォーキング
参加（３スマイル）

健康目標を立て
１か月間実践
（１日１スマイル）

〈例〉禁煙

献血（５スマイル）
※町が行うもの

⬇

⬇

抽選にもれた人にもダブルチャンスが！
太子町の特産品や協賛企業からの賞品が当たる！！

30スマイル貯めます！！

風しん予防接種費用一部助成
　先天性風しん症候群を予防するため、抗体価が十分でないと判定された妊娠を希
望する女性などに対し、風しん予防接種費用の助成を行います。
［対　　　象］
　ワクチン接種時に、町内に住民登録があり、次のいずれかに該当し、かつ、風し
ん抗体価がＨＩ法：16倍以下、またはＥＩＡ法：8.0未満の人。
◦妊娠を希望する女性　　　　◦妊娠を希望する女性の配偶者
◦妊娠している女性の配偶者
※妊婦及び妊娠の可能性がある人は予防接種はできません。
※風しん抗体価とは、風しんウィルスに対する免疫力のことをいいます。
　接種後は、すくなくとも２か月間の避妊が必要です。
　免疫力が十分であるかないかを判定するためには検査が必要です。この検査は、富
田林保健所でも行っていますので（無料）、詳しくは15ページの健康相談をご覧ください。
［助成対象期間］平成27年３月31日までの接種費用
［受 付 期 間］平成26年６月２日～平成27年３月31日
［助成上限額］◦麻しん風しん混合ワクチン：7,000円

◦風しん単独ワクチン　　　：4,000円
［申 請 方 法］
　風しん予防接種費用領収書、接種済証、抗体検査の結果がわかるもの、振込先の
通帳またはキャッシュカード、印かんを持参し、ご申請ください。後日助成額を振
り込みます。
　記載の検査法以外の検査結果をお持ちの人は、お問い合わせください。
◆申込・問合せ　健康増進グループ　☎98-5520

７月からいよいよ始まる！！
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　外出シーズンがやってきました。外出時の水分補
給は、脱水予防のため欠かせません。ジュースなど
の甘い飲み物でなく、お茶や水を常に携帯し、こま
めに飲むようにしましょう。また、帽子をかぶるな
ど紫外線対策も行い、熱中症
に注意しましょう。

●母子保健
　　　　保健センター（２階すこやかホール）

備　　　　　考

場所

種　　類
4 か 月 児 健 診
2歳6か月児歯科健診
3歳6か月児健診

すこやかホール開放

赤ちゃん会ぷらす

実　施　日
6月12日（木）
6月5日（木）
6月10日（火）

6月11日（水）
6月25日（水）

6月4日（水）
6月18日（水）

　 ★かならず母子健康手帳を
　 お持ちください。

【受付時間】13：00～13：15
対象者の人には案内通知します。

みんなで遊べるようホールを開放しています。
相談・身体計測をご希望の人は母子手帳を持参し、
受付時間内にお越しください。
【受付時間】9：30～10：00
【実施時間】9：30～11：30
「赤ちゃん会ぷらす」のイベントデーは18日
【内　　容】赤ちゃんの歯の話（予約不要）

１歳半以上のお子さんの歯の相談も可能です。
詳しくはお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　

対　　象　　児
平成26年１月９日～平成26年２月12日生まれ
平成23年10月～11月生まれ
平成22年10月～11月生まれ

就園前までのお子さんと保護者

1歳6か月までのお子さんと
保護者

●健康づくり
種　　　類 実施日 実施時間 内　　　　　容

町内ウォーキング ₆月₂日（月）
毎月第１月曜 ₉：30〜11：30

町内の₃㎞または₆㎞のウォーキングコースを歩きます。
町立保健センター集合。雨天中止。ストックは貸出有。
※水分補給のため、飲み物をご持参ください。ストックウォーキング ₆月1７日（火）

毎月第₃火曜

保健センター場所
●健康相談

富田林保健所場所・問合せ

種　　類 実施日 実施時間 内　　容

保健師・栄養士
による健康相談 ₆月2７日（金） 13：30〜16：30

（予約制）

生活習慣病予
防や疾病予防・
介護予防に関
するご相談を、
お受けします。
お気軽にご相
談ください。

（予約必要・当
日でも可）

種　　類 実施日 実施時間 備　　考

こころの健康相談 予約制 ₉：30〜12：15
13：00〜1７：00 電話でお問い合わせください。

エ イ ズ に
関 す る 相 談

月〜金
（祝日除く）

₉：30〜12：15
13：00〜1７：00

予約は不要。
電話相談も可能。

血液検査【エイズ・梅毒】
尿 検 査【クラミジア】 第₁･₃水曜日 13：30〜14：30

予約は不要で、匿名での検査も可能。
エイズ抗体検査は無料ですが、梅毒血
清反応検査、クラミジア抗原検査は手
数料が必要になる場合があります。

血 液 検 査
【肝炎ウィルス検査】 第₃水曜日 ₉：30〜10：30 電話で予約必要。

（先着順無料）

血 液 検 査
【風しん抗体検査】

予約制
第₁･₃火曜日 10：00〜11：00

（対象）
•妊娠を希望する女性
•妊娠を希望する女性の配偶者
•妊娠している女性の配偶者  
※未成年者は保護者同伴のこと

飲用水･井戸水検査※
毎週月曜日

（月曜日が祝日
の時は火曜日）

₉：30〜11：30
検査手数料が必要。
電話で予約をお願いします。

（予約先：藤井寺保健所 検査課
☎0７2-952-6165）

腸 内 細 菌 検 査
寄 生 虫 卵 検 査

毎週月曜日
（月曜日が祝日
の時は火曜日）

₉：30〜11：30 検査手数料が必要。

医 療 機 関 に
関 す る 相 談

月〜金
（祝日除く）

₉：30〜12：15
13：00〜1７：00

例えば、「診療において充分な説明が
なく不安」「○○科のある病院を教え
て欲しい」など医療機関に関する相
談を受けています。

健 ワ康 ン ポ イ ン ト ア ド バ イ ス

　　　　健康増進グループ（保健センター内）　　
　　　　　　　　　　☎98ー5520
　富田林保健所　　　☎23ー2681

消防署では、午後8時～翌朝8時まで、小児救急診療の当番
病院を紹介し、場合によっては救急車での搬送を行います。
※土曜・日曜・祝日・年末年始は午後4時～翌朝8時

　病院に行ったらいいの？救急車を呼んだ
方がいいの？応急手当の仕方が分からない。
など、救急医療相談を「医師」「看護師」「相
談員」が24時間受け付けます。
《緊急時は迷わず119番へ》

　夜間の子どもの急病時、病院に行った方
がよいかどうか判断に迷ったときは、お電
話ください。
　｢こどもの救急」ホームページ（http://
kodomo－qq.jp/）でも、受診判断の目安
となる情報を掲載していますので活用して
ください。

【午後8時～翌朝8時】
☎＃8000

（携帯電話・固定電話（プッシュ回線））

☎06－6765－3650
（固定電話（ＩＰ・ダイヤル回線など))

【24時間・365日】
☎＃7119

（携帯電話・固定電話（プッシュ回線））

☎06－6582－7119
（固定電話（ＩＰ・ダイヤル回線など))

富田林市消防署
☎25－1122

小児科

休　　日
急病診療

小児急病
診療紹介

救急医療
相談窓口

大 阪 府
小児救急
電話相談

内科・歯科

種類 診療場所 診療日 受付時間
休日診療所 ☎28－1333
富田林市向陽台1－3－38 日 曜 日

祝　　日
年末年始

午前9時～11時30分
午後1時～ 3 時30分富田林病院 ☎29－1121

富田林市向陽台1－3－36
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➡

■特定入所者介護サービス費
　（特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所を利用される人）

　①高齢介護グループへ介護保険負担限度額認定申請書を提出します。
　➡
　②下記の所得段階に該当する人に対して、負担上限額を記載した「認定証」が交付されます。
　➡
　③「認定証」を介護サービス施設（事業所）に提示してサービスを利用します。
　
１日あたりの負担上限額

■高額介護サービス費
　�　介護保険サービスの１か月当たりの利用者負担が、世帯の住民税課税状況別に設定された上限額を超えた場合は、高額介護サービ
ス費が支給されます。

　�　介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）に入所する場合は、高齢介護グループへの申請に
より、あらかじめ施設で上限額を超える金額は徴収しない方法（高額介護サービス費受領委任）も利用できます。

　�　詳しくは高齢介護グループ、介護保険施設へお問い合わせください。

■社会福祉法人による利用者負担額軽減
　�　特定の社会福祉法人が行う介護保険サービスを要件に該当する人が利用する場合、その利用料の１／４を社会福祉法人が負担します。
　�　高齢介護グループへ申請し、要件に該当すれば「確認証」を発行します。その確認証を、軽減を行う社会福祉法人の介護サービス
事業所へ提示することにより、利用料が軽減されます。

　※�軽減を行う法人と行わない法人がありますので、詳しくは高齢介護グループ、担当ケアマネジャー、社会福祉法人の介護サービス事業所へお
問い合わせください。

　 ◆問合せ　高齢介護グループ　☎98−5538

　介護保険制度では、住民税の非課税世帯などに該当する人は、申請により利用料などが減額されます。

　介護保険施設（特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設※短期入所を含みます）を利用する際の居住費及
び食費は、保険給付の対象外（自己負担）となっています。ただし、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得に応じた負担
限度額を設定し、負担の軽減を図っています。限度額を超える部分については、介護保険から給付されています。（特定入所者介
護サービス費）

　高額介護サービス費受領委任の承認・特定入所者介護サービス費の負担限度額の認定・社会福祉法人利用者負担額軽減認定を受け
ている人に、更新手続きのお知らせを６月中に送付しますので、忘れずに更新の手続きをしてください。

更新手続きのお知らせ

（※）�住民税課税世帯に該当する人のうち、高齢者だけの世帯等で、例えば夫（妻）が施設に入所し、居住費・食費を負担することで、在宅の妻
（夫）が生計困難となる場合には、対象となる場合があります。

◦生活保護を受給している人
◦�世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金
を受給している人

	 多床室	 従来型	 ユニット型	 ユニット型		 	 個　室	 個　室	 準個室

	 0円� 490円
� � （320円）� 820円� 490円� 300円

� 320円� 490円
� � （420円）� 820円� 490円� 390円

� 320円� 1,310円
� � （820円）� 1,310円� 1,310円� 650円

対　象　と　な　る　人

居　　住　　費
食　費

� ◦住民税課税世帯の人� 居住費及び食費は、利用者と施設の契約によ
� � ります。

（　　　）内は、特別養護老人ホーム及び短期入所の場合

（参考）

認定証は、必ず介護保険施設に提示してください。
提示がない場合、居住費及び食費の負担限度額の適
用を受けることが出来ません。

介護保険
施設

介護保険サービスにおける利用料などの減額について

認定証
◦�世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入
と合計所得金額の合計が80万円以下の人

◦�世帯全員が住民税非課税で、上記に該当し
ない人

◦（※）

区　　　　　分 世帯の限度額 個人の限度額
生活保護を受給している人 15,000円／月 15,000円／月

世帯全員が市町
村民税非課税で

老齢福祉年金受給者の人 24,600円／月 15,000円／月
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 24,600円／月 15,000円／月
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 24,600円／月 24,600円／月

市町村民税課税世帯の人 37,200円／月 37,200円／月
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　太子町高齢者情報局は、「高齢者の暮らしに必要な情報
や太子町からのお知らせ」を提供します。
　皆さん、いかがお過ごしですか。
　今回は、『お達者健康講座』『介護予防講座』『元気ぐんぐ
んトレーニング�新規グループの紹介！』『第17回大阪府
介護支援専門員実務研修受講試験』『介護保険サービス利
用料などの減額について』についてお届けします。

介護予防講座お達者健康講座
　いつまでも元気で長生きするためには、病気にならない
ように免疫力を高めることが大切です。
　免疫力を高めるために、どんな食事を摂ればよいか、皆
さんで一緒に考えてみませんか？体に良いおやつ作りも予
定していますので、ぜひ、ご参加ください。
［と　き］６月23日（月）午前11時～正午
［ところ］町立総合福祉センター２階　ホール（広間）
［内　容］高齢期の食事のポイント
［参加費］無料
※町立総合福祉センター送迎バスをご利用ください。
◆問合せ　地域包括支援センター（高齢介護グループ）
　　　　　　　　　　　　　　　　☎98－5538
　　　　　在宅介護支援センター　☎98－5300

　急に気温や湿度が上がる季節は、知らず知らずのうちに
脱水症状を起こしていることがあります。
　今回のテーマは、「熱中症と脱水予防」です。脱水は年齢
に関係なく起こります。どなたでもお気軽にご参加ください。
［と　き］６月28日（土）午前10時～11時
［ところ］介護老人保健施設　すずの音（春日979-59）
［内　容］熱中症と脱水予防について（講話）
［参加費］無料
※�車での送迎を希望される場合は、６月25日（水）までに「す
ずの音」までご連絡ください。
◆問合せ　地域包括支援センター（高齢介護グループ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎98－5538
　　　　　介護老人保健施設　すずの音　☎98－6868

元気ぐんぐんトレーニング　新規グループの紹介！
　町内で、元気ぐんぐんトレーニングを行っているグループが19か所になりました！３月の春雨
の頃、畑集会所で、朝から17人が集まり、やる気満々で和気あいあいと楽しい雰囲気でトレーニ
ングしています。
　グループ名は『畑きこんかい』です。「きこんかい」の「気根」の由来は、「気を遣わずに、気楽
に一つの物事を続けてがんばる気力・根気」だそうです。
　レクリエーションもみんなで参加して大笑いしながら、いつまでも元気に
動けるからだづくりをめざしてがんばっています！
　［と　き］毎週木曜日　午前９時30分～11時ごろ　　
　［ところ］畑集会所
　週１回元気ぐんぐんトレーニングをしてみたい！という人はご相談ください！
　５人以上集まれば、グループとして支援させていただいています。
●介護予防の豆知識！
　寝たきり予防のためには、転ばないことが大切です。転ばないためには、その原因になる「足の筋力低下」
と「バランス能力の低下」を予防することです。ストレッチと筋力トレーニングで予防しましょう！
　また、転ばないようにするための工夫も必要です。暗く滑りやすい廊下、玄関マット、敷居などのちょっ
とした段差や手すりのない段差、足を引っ掛けやすい電気コードなど、自宅の環境にも注意してみましょう。
◆問合せ　地域包括支援センター（高齢介護グループ）
　　　　　☎98－5538

第17回大阪府介護支援専門員実務研修受講試験
　介護支援専門員として介護保険制度や保健医療福祉サービ
スに関する基礎的知識を有していることを確認するための試
験です。
　介護支援専門員の業務に従事するためには、この試験に合
格し、その後の介護支援専門員実務研修の課程を修了し、大
阪府の介護支援専門員資格登録簿に登録され、介護支援専門
員証の交付を受けることが必要です。
［と　　き］10月26日（日）午前10時～
［と こ ろ］桃山学院大学､大阪府立大学､大阪電気通信大学�他
※�申込状況などにより、一部試験会場を変更する場合があり
ます。

［受験資格］医師、看護師、介護福祉士など、保健・医療・福
祉の各分野で５年以上かつ900日以上（介護業
務で国家資格などを有していない場合は10年以
上かつ1800日以上）の実務経験を有する人

［受 験 料］8,829円（払込手数料129円を含む）
［申　　込］６月２日（月）～６月26日（木）

府保健所、市区町村の介護保険担当課などで配布
する試験要領（受験申込書）に必要事項を明記し、
簡易書留により郵送してください（当日消印有効）

◆問合せ　一般財団法人大阪府地域福祉推進財団
　　　　　（ファイン財団）ケアマネ係　☎06－6763－8044

平 成 26 年 6 月 号
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催　　し催　　し

　

かんたん・たのしく・れきしが学べる！
古代のまが玉づくり体験

［と　き］①₇月24日（木）	②₇月25日（金）
③₇月30日（水）	④₈月20日（水）
⑤₈月21日（木）	⑥₈月22日（金）
各回午前10時～正午

※	体験はいずれか₁日です。申込み時に
お選びください。

［ところ］町立竹内街道歴史資料館
地階　講座室

［対　象］町内在住の小学生
［定　員］各回先着30人
［参加費］200円（材料代など）
［申　込］
₇月13日（日）午後₅時までに、電話ま
たはファックスで、参加者の氏名・年齢・
住所・学校名・電話番号を明記し、お
申込みくさい。
［主　催］竹内街道歴史資料館友の会
◆申込・問合せ　
　町立竹内街道歴史資料館
　☎98-3266 FAX98-32７9

　

ラ・フォレスタ
里山ワークショップ

　ヒノキの綺麗な木目を活かしたナチュ
ラルなスパイスラックを作ります。
　同日、地場食材を使った天然酵母パン
やスイーツが並ぶ「森のマルシェ（毎月
第₄日曜日開催）」も行います。
［と　き］₆月22日（日）

午後₁時～₄時30分
［ところ］南河内林業総合センター

ラ・フォレスタ
（千早赤阪村東坂1238-5）

［定　員］₉人（事前申込必要）
［参加費］4,800円（材料費込）
［持ち物］エプロンまたは汚れてもいい服装
［申　込］₆月₇日（土）午前10時～

◆申込・問合せ　
　南河内林業総合センター
　ラ・フォレスタ　☎７2-0090

夏山登山参加者募集
　ここでしか出会えない風景があります。雄大な大台ヶ原の自然にふれてみま
せんか。健脚コースと散策コースがあります。
［と　　き］７月21日（月・祝）
［と こ ろ］吉野熊野国立公園大台ヶ原　東コース
［行　　程］午前６時 　町立万葉ホール前（集合・出発）

午前９時 　�大台ヶ原駐車場～日出ヶ岳～牛石ヶ原～大蛇嵓～牛
石ヶ原（昼食）～
◦健脚コース：シオカラ吊橋～山の家～駐車場
◦散策コース：尾鷲辻～駐車場

午後２時30分　大台ヶ原駐車場発
午後５時30分　太子町役場着（予定）　　　　

［対　　象］町内在住・在勤・在学（小学生以上）で健康に自信のある人
※小学生の場合は保護者同伴。

［定　　員］65人（先着順）
［参 加 費］3,000円（中学生以下は1,500円）
［持 ち 物］雨具、飲物、昼食など
［申　　込］６月10日（火）～　午前９時～午後５時

※土・日曜日を除く。
※定員になり次第しめ切ります。
※参加費を添えてお申込みください。

［受付場所］太子町教育委員会事務局
［主　　催］太子町体育連盟
◆申込・問合せ　生涯学習グループ	☎98-5534　

　

広
報
で
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
親
し

ま
れ
る
紙
面
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
い
ま

す
。
川
柳（
₃
句
ま
で
）、
意
見
や
提
案
、

疑
問
に
思
う
こ
と
、
こ
ん
な
コ
ー
ナ
ー

を
作
っ
て
ほ
し
い
な
ど
、
何
で
も
結
構

で
す
。
ど
し
ど
し
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
の
注
意

 

●  

ハ
ガ
キ
の
表
に
、
住
所
、
氏
名
、
電

話
番
号
を
書
い
て
く
だ
さ
い（
封
書
の

場
合
は
手
紙
に
）。

 

●  

掲
載
時
に
匿
名
を
希
望
さ
れ
る
人
で

も
、
必
ず
住
所
、
氏
名
を
書
い
て
、
ペ

ン
ネ
ー
ム
、
匿
名
希
望
と
書
き
添
え
て

く
だ
さ
い
。

 

●  

写
真
は
直
接
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※ 

苦
情
、
疑
問
な
ど
の
投
稿
を
さ
れ
る

場
合
も
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を

書
い
て
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
せ　

秘
書
広
報
グ
ル
ー
プ

☎
（
９
８
）５
５
３
１

切手

▶

あ
て
先

18



労　　働労　　働

　

ひとり親家庭の母などのための
就業支援講習会受講生募集

　（社福）大阪府母子寡婦福祉連合会では、
下記の講座の受講生を募集しています。
　往復ハガキに講座名と住所、氏名、年
齢、職業、電話番号、志望の動機、保育
の有無（保育対象は₂歳～就学前）を明
記し、下記住所へお申込みください。
　応募多数の場合は抽選になります。
○ＰＣ検定₃級資格取得講座（25人）
［と　き］₈月23日～₉月13日

全₄回　土曜日
午前₉時30分～午後₃時30分

［受講料］2,500円（教材費含む）
［ところ］大阪府谷町福祉センター
［申　込］₆月23日（月）～₇月23日（水）

（当日消印有効）
◆申込・問合せ
　〒540-0012　大阪市中央区谷町5-4-13
　�谷町福祉センター内母子家庭等就業・
自立支援センター　☎06-6７62-9498

　
事業主のみなさまへ

　労働保険年度更新手続は₇月10日（木）
までに行ってください。
◆相談・問合せ
◎申告書の記入方法
◦労働保険コールセンター
　開設期間：₅月26日（月）～₇月18日（金）
　☎0120-995-986
◦大阪労働局労働保険適用・事務組合課
　☎06-4790-6340
◎��労働保険料の納付
◦大阪労働局労働保険徴収課
　☎06-4790-6330
◆電子申請もご利用ください
　電子政府の総合窓口

　e-Gov（イーガブ）
　（http://	www.e-gov.go.jp/）
　大阪労働局ホームページ
　（	http://osaka-roudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp/）

上下水道上下水道

　

平成26年度太子町排水設備工事公認業者・
責任技術者の新規登録・更新

　₆月は太子町排水設備工事公認業者な
らびに責任技術者の新規及び更新の受付
月間です。
　町で排水設備工事を施工するには、公
認業者・責任技術者への登録が必要です。
また、すでに登録されている人は、登録
期間の有効期限が₅年となっていますの
で、₅年の期限が切れる場合は更新手続
きが必要です。
　なお、責任技術者の更新には、大阪府
下水道協会が行う、更新講習の受講が必
要となります。
　受付期間は₆月₂日（月）～30日（月）ま
でです。
　詳しくは、お問い合わせください。
◆問合せ　上下水道グループ　☎98-5522

　

水道料金・下水道使用料₅月
定期検針分の消費税率

　₅月定期検針分で₆月15日納入期限（口
座引落ご利用の人は₆月₅日引落し）にか
かる消費税率は次のとおりです。
問．平成26年₄月₁日前から水道と下水

道を使用していますが？
答．水道料金と下水道使用料の消費税率

は経過措置により₅％となります。
問．平成26年₄月₁日以降に水道と下水

道の使用を開始しましたが？
答．水道料金と下水道使用料の消費税率

は₈％となります。

問．水道は平成26年₄月₁日前から使用
していますが、下水道は平成26年₄月
₁日以降に使用を開始しましたが？

答．水道料金の消費税率については経過
措置により₅％、下水道使用料の消
費税率については₈％となります。

※	検針員が訪問した時に、お客さまのご
都合により検針ができなかった場合な
どは、一部₈％となる場合があります。

◆問合せ　上下水道グループ　☎98-5536

お知らせお知らせ

　
唐川ホタル観賞のお願い

　今年も初夏にかけて、ホタルが美しく
乱舞する季節となりました。
　少しでも多くの人に気持ちよくホタル
を観賞してもらうために、次のことにご
注意ください。
◦	駐車場は限りがありますので、車での
来場はご遠慮ください。
◦	路上駐車は、交通安全上、大変危険で
すので、しないでください。
◦付近にトイレはありません。
◦	現地では「唐川ホタルを守る会」会員
の指示に従ってください。
◦	ホタルやホタルのエサになるカワニナな
どの生物は絶対に捕らないでください。
　今年も唐川ホタルを守る会主催のホタ
ル観賞会を予定しています。詳しくはお
問い合わせください。
◆問合せ　唐川ホタルを守る会事務局
　　　　　（地域整備グループ）
　　　　　☎98-5523

　

みんなで防止！
石綿飛散キックオフ会議

　石綿の飛散防止に関し、発注者をはじ
めとした建築物解体に携わる関係者に対
して、セミナー・会議を行います。
［と　き］₆月17日（火）

午後₂時～₄時30分
［ところ］大阪府男女共同参画・青少年セ

ンター（ドーンセンター）
［対　象］発注者及び建築物解体関係者
［定　員］500人（参加無料）
◆申込・問合せ
　大阪府環境管理室事業所指導課
　大気指導グループ　☎06-6210-9581　

太子町観光・まちづくり協会は会員募集をしています
【会員種別と年会費】
正会員Ａ：町内で観光関連事業を行うもの　　20,000円／年
正会員Ｂ：町内でまちおこし活動を行うもの　10,000円／年
賛助会員（個人）：本会の趣旨に賛同する個人　 3,000円／口・年
賛助会員（団体）：本会の趣旨に賛同する団体　10,000円／口・年
【申込方法】
　申込書は太子町観光・まちづくり協会窓口で配布の他、
町ホームページでダウンロードできます。
◆問合せ　太子町観光・まちづくり協会　☎21-5798
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子育て “わいわい広場 ”

　子育ての悩み共有してみませんか？
　こどもの事、学校の事など、いろいろ
楽しくおしゃべりする集まりです。
　どなたでも、お子さんとご一緒でも参
加していただけます。
　お気軽にご参加ください。
［と　き］₆月₃日（火）・10日（火）・

₆月17日（火）・24日（火）
午前10時～11時30分

［ところ］まちづくり観光交流センター
₁階　研修室

◆問合せ　福祉グループ　☎98-5519

暮　ら　し暮　ら　し

　
消費者トラブル情報

テレビショッピングで買ったら
返品できなかった…。
　テレビショッピングで布団用掃除機を
購入した。
　電話で注文する際「操作は難しくない
か」と質問すると、「簡単です」と回答
を受けた。しかし実際に使ってみると、
フィルターのカバーが硬すぎて開けると
きに指が痛くなってしまう。しかも重い
ので返品したいが、一度使用したら返品
を受けないと言われた。
［ひとこと助言］
●	自宅で手軽に買い物できるテレビショ
ッピングは、返品の可否など重要な事
項の表示時間が短く、わかりにくいこ
とがあります。	
●	テレビショッピングなどの通信販売で
は、業者が返品の可否や返品期限に関
する特約を設けている場合、それに従
うことになります。特約がない場合は、

受け取った日から数えて₈日以内であ
れば返品できます。	
●	印象だけにとらわれず、商品の使い方、
使用上の制限、返品できるかなどをよ
く確認してから注文しましょう。
●困ったときはご相談ください
◆相談・問合せ　富田林市消費者相談室
　　　　　　　　☎25-1000（内線186）

　
野焼きは禁止されています

　「近所でゴミを燃やして、煙がすごく
て困っています。」「洗濯物に臭いがつい
て困っています。」などの苦情が後を絶
ちません。ゴミを燃やすと煙や悪臭によ
る住民トラブルや生活環境の悪化をまね
くだけでなく、ダイオキシン類などの有
害物質を発生させ、健康にも悪影響が出
ます。
　家庭から発生したゴミは焼かないで、
指定された日に正しく分別してゴミ収集
場所へ出してください。
　野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」により、₅年以下の懲役ま
たは1,000万円以下の罰金、またはその
両方が科せられます。
　農業を営むためにおこなう野焼きは法
律上例外として認められていますが、少
量の焼却を心がけ、煙や臭い、風向きな
ど、近隣の迷惑にならないようにご注意
ください。
◆問合せ
��安全環境グループ　☎98-5525

　

公園の利用はマナーを
守りましょう

　公園を利用するときは安全に充分気を
つけ、特に小さい子どもが遊具で遊ぶと
きは、大人が必ず付き添ってください。
　また、たき火や花火をして騒いだり、

ゴミをまき散らしたり、バイクを乗り入
れて騒音をたてるなどの行為は、他の利
用者や公園周辺の人々の迷惑になるので
絶対にやめましょう。
　なお、公園内では次のことが禁じられ
ていますので、お互いにマナーを守って
気持ちよく利用しましょう。
○車、二輪車を乗り入れること
○タバコを吸うこと
○遊具など施設を傷つけること
○植物を採ること
○樹木を傷つけること
○火気を使用すること
○	ゴルフや野球及びサッカーなどをする
こと
○ゴミを捨てること
○はり紙や広告などを表示すること
○立入禁止区域に立ち入ること
○	犬を放すこと（犬のフンは飼い主が責
任をもって始末すること。）
※	駐車場のある公園については、利用者
以外の駐車はご遠慮ください。

◆問合せ
　地域整備グループ　☎98-5523

　
行政書士無料相談

　大阪府行政書士会では、行政書士によ
る無料相談を行います。
［と　き］₆月21日（土）午後₁時～₄時
［ところ］富田林市民会館₃階
［内　容］相続・遺言、成年後見制度、交

通事故、法人設立、契約・内容
証明、各種許認可などの相談

※	予約制ですので、希望の人は事前にお
電話で大阪府行政書士会南大阪支部へ
ご予約ください。

◆申込・問合せ
　大阪府行政書士会南大阪支部
　（担当：出口）　　　☎52-408７
　総務政策グループ　☎98-0300

収　集　日

　の
「
し
尿
」
収
集
日

　の
「
ゴ
ミ
」
収
集
日

種　　　類 種　　　類 収　　　　集　　　　日

燃えるゴミ

粗 大 ゴ ミ
ビン・カン混合
金　属　類
ペットボトル
プラスチック製
容器包装　　　

6月 6月

※ごみは、必ず収集日の当日、午前７時までに出してください。
※生ごみは、しっかり水分を切ってから出してください。

※粗大ごみで袋に入れて出される場合も、半透明のごみ袋を使用して
　ください。くれぐれも黒色のごみ袋は使用しないでください。

5日（木）

5日（木）

20日（金）

小　　型

一　　般

2回取り

3日・6日・10日・13日・17日・20日・24日
27日
11日・25日
9日・23日
4日・18日
26日
5日・19日

（毎週火・金曜日）
（第２・第４水曜日）
（第２・第４月曜日）
（第１・第３水曜日）
（第４木曜日）
（第１・第３木曜日）
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子　育　て子　育　て

　
₆月は児童手当の支払月です

　児童手当の受給者に、₂～₅月分の児
童手当を₆月₅日（木）に、指定口座に振
り込みます。ご確認ください。
　なお、住所、受給者、子どもの人数、
振込先に変更があった場合は、必ず届出
てください。
◆問合せ　福祉グループ　☎98-5519

　

₆月は児童手当の
現況届提出月です！

●現況届
　	児童手当の現況届は、毎年₆月₁日の
状況を把握し、₆月分以降の児童手当
などを引き続き受ける要件（受給者の
前年の所得状況や児童の監督・保護な
ど）を満たしているかどうか確認する
ためのものです。
　	提出がない場合には、₆月以降の手当
が受けられなくなりますので、ご注意
ください。

【現況届に必要な添付書類】
・請求者が被用者（会社員など）の人
　健康保険被保険者証の写しなど
・平成26年₁月₂日以降に転入された人
　	前住所地の市区町村長が発行する平成
26年度（平成25年分）児童手当用所得
証明書
※	この他にも、必要に応じて提出してい
ただく書類があります。

●支給対象
　	中学卒業まで（15歳の誕生日後の最初の
₃月31日まで）の児童を養育している人

●支給額
・₃歳未満　　　　　　　一律15,000円
・₃歳以上小学校就学前　　　10,000円

　（第₃子以降は15,000円）
・中学生　　　　　　　　一律10,000円
※	児童を養育している人の所得が所得制
限限度額以上の場合は、特例給付とし
て月額一律5,000円を支給します。
※	「第₃子以降」とは、高校卒業まで（18
歳の誕生日後の最初の₃月31日まで）
の養育している児童のうち、₃番目以
降をいいます。

●支給時期
　	原則として、毎年₆月、10月、₂月に
それぞれの前月分までの手当を支給し
ます。

◆問合せ　福祉グループ　☎98-5519

　
幼稚園就園に関する補助制度

　幼稚園就園に伴う保護者の経済的負担
を軽減するため、補助金を支給します。
　幼稚園をつうじて配布する申請書に必
要事項を明記し、必要書類を添付して在
園する幼稚園へご申請ください。
※	今年度新たに町外幼稚園に入園した人
は、お問い合わせください。
※	対象となる園児および世帯区分などは、
申請書と一緒に配布する案内をご覧く
ださい。

◆問合せ　教育総務グループ　☎98-5533

　
こんぺいとう広場

　こんぺいとう広場では、松の木・やわ
らぎ両保育園で園庭開放を行っています。
　予約は不要です。なお、育児相談は、
毎週水曜日の保健センターの相談日をご
利用ください。
［と　き］
○松の木保育園　　₆月10日（火）
○やわらぎ保育園　₆月18日（水）
　受付時間　午前₉時45分～10時

［対　象］
₁歳～₄歳未満のお子さんと保護者

［内　容］各園へお問い合わせください。
※	着替え、水筒（お茶）、タオルなどを
お持ちください。
※	おもちゃ、お菓子は持ってこないでく
ださい。
※車での来園はご遠慮ください。
◆問合せ
　松の木保育園　　☎98-2882
　やわらぎ保育園　☎98-0063
　福祉グループ　　☎98-5519

　

あつまれ!！「たんぽぽ広場」に
参加してみませんか

　子育ての交流の場として、親子で遊び
を楽しむ、たんぽぽ広場を行っています。
　お気軽にお越しください。
［と　き］①₆月₄日（水）

午前₉時45分～11時15分　
②₆月20日（金）
午前₉時45分～午後₁時

［ところ］町立幼稚園（遊戯室・園庭）
［対　象］₂歳以上の保育園や幼稚園に就

園していないお子さんと保護者
［内　容］①泥んこ遊びを楽しもう

②	幼稚園児と一緒にカレーパー
ティー

［参加費］①無料　②₁組200円
［持ち物］着替え、水筒、タオル、上靴など
［申　込］
①	予約不要（午前₉時30分～45分の受付
時間にお越しください。）
②	₆月16日（月）～18日（水）に町立幼稚園
へお申込みください。	
※	おもちゃ、お菓子は持ってこないでく
ださい。
※随時「子育て相談」も行っています。
◆申込・問合せ
　町立幼稚園　　　　☎98-0321
　教育総務グループ　☎98-5533

　月
の
相
談

種　　　類 日　　　程 時　　　間 問い合わせ先場　　　所

6 （国の行政に関すること）行政

消　　費　　者※１

教育

人　　　　　　権※2

就　　　　　　　労

心 　 配 　 ご 　 と

（いじめ110番・進路）

10日（火）

 平日の（月）～（金）

 平日の（月）～（金）

10日（火）・25日（水）

13：00～15：00

10：00～15：00

9：00～17：00

13：30～15：00

役場3階第2会議室

富 田 林 市 役 所

教 育 委 員 会

住民人権グループ

にぎわいまちづくりグループ

役場1階第2相談室

総務政策グループ
☎98－0300
富田林市消費者相談室
☎25－1000（内線186）
学務指導グループ
☎98－5532
住民人権グループ
☎98－5515
にぎわいまちづくりグループ
☎98－5521
社会福祉協議会
☎98－1311

※1　消費者相談は業務の広域化で、1市2町１村合同で行っています。　※2　人権相談は、河南町・千早赤阪村役場での相談も可能です。
2121



学校給食センター�…………☎98-4607
　�……………………………℻98-4609
教育委員会事務局�…………☎98-5533
　�……………………………℻98-4514
公民館�………………………☎98-5530
�………………………………℻98-5530
まちづくり観光交流センター�…☎21-5798
　（にぎわいまちづくりグループ）�…☎98-5521
総合福祉センター�…………☎98-1311
　（社会福祉協議会）� ℻98-2111
水道�…………………………☎98-5536
　（上下水道グループ）� …………℻98-5175
板屋橋浄水場�………………☎98-5537
�………………………………℻98-4622
総合スポーツ公園�…………☎98-5344
　　（総合体育館）　　　� ℻98-5346
保健センター�………………☎98-5520
�………………………………℻98-3600
竹内街道歴史資料館�………☎98-3266
�………………………………℻98-3279
消防署太子分署�……………☎98-3299
�………………………………℻98-4599
病院紹介�……………………☎25-1122
休日診療所�…………………☎28-1333
富田林警察署�………………☎25-1234

火災・救急救助�……………☎119

テレホン・メモ

大和川水系石川ブロック河川整備計画
●縦覧・意見募集
　府では、石川ブロックの各河川（石川、飛鳥川、大乗川、梅川、太井川、千早川、
水越川、佐備川、宇奈田川、天見川、石見川、加賀田川、原川）をどのように整備
するかを定める「大和川水系石川ブロック河川整備計画」の策定に対して、地域の皆
さんのご意見を募集します。計画（原案）は、各縦覧場所でご覧いただけます。
［期　　間］６月２日（月）～13日（金）
［縦覧場所］大阪府河川室、富田林土木事務所、八尾土木事務所、地域整備グループ

窓口、大阪府ホームページ（http://www.pref.osaka.jp/kasenseibi/
keikaku/ikenbosyu.html）、太子町ホームページ。

◆問合せ　大阪府都市整備部河川室計画グループ　☎06-6943-7409
●説明会
　「大和川水系石川ブロック河川整備計画（原案）」の説明会を行いますので、関心
のある人は、どなたでもご参加ください。
［と　き］①６月６日（金）　②６月９日（月）　③６月11日（水）　④６月12日（木）

各日午後７時～
［ところ］①富田林市役所４階401会議室　②河内長野市役所７階701会議室

③羽曳野市役所Ａ棟会議室　　　④河南町立総合体育館ぷくぷくドーム
◆問合せ　大阪府富田林土木事務所建設課河川砂防グループ　☎25-1131

あなたの回答が、日本経済の力になる！
平成26年経済センサス－基礎調査
平成26年商業統計調査を一体的に行います

●�経済センサス‐基礎調査は、我が国の事業所・企業の基本的構造を明らかにす
るとともに、各種統計調査の母集団情報の整備を図ることを目的として行います。
●�商業統計調査は、我が国商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料
を得ることを目的として行います。
●調査票は６月30日までにお届けします。７月１日以降に提出をお願いします。
○調査の意義・重要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いします。

◆問合せ　秘書広報グループ　☎98-5531

開催

第７回大阪府自動車整備
技能競技大会　優勝
全国大会出場

広
告

広
告働くお母さんへ

小学１年生～小学３年生を下校時～午後６時（月～土）
　習い事（英・習字・珠算・パソコン）をしながらお預
かり致します。
費用及び詳細は　
関塾しなが進学教室　℡98-1800

　　　（磯長小学校正門東隣）

学童保育で習い事

　毎月第３日曜日に青空市を行いま
す。当日は、さまざまな店が並びま
すので、ぜひお越しください。
※�出店をご希望の人は、開催月の前
月末までに、太子町観光・まちづ
くり協会へお申込みください。
※�駐車場が混み合いますので、車で
のお越しはご遠慮ください。
※�たいし聖徳市実行委員会では、青
空市を通じて、活発な明るい調和
あるまち創りをめざします。

［と　き］６月15日（日）
［日　時］午前９時～午後１時
［ところ］太子・和みの広場
［主　催］たいし聖徳市実行委員会
◆申込・問合せ　
　太子町観光・まちづくり協会
　☎21−5798
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募　　集募　　集

　
アルバイト職員募集

　「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨
時特例給付金」事務などの補助をしてい
ただくアルバイト職員を募集します。
［応募資格］18歳以上でパソコンの操作が

できる人
※学歴は問いません。
［募集人数］若干名
［勤務時間］午前₉時～午後₅時
［勤 務 日］①週₅日（₆月中旬～12月）

②週₃日（₇月～₉月ごろ）
［休　　日］土、日曜日及び祝日
［賃　　金］①880円（時給）

②820円（時給）
［各種保険など］①社会保険有

②社会保険無
［申込書類］履歴書（写真貼付）
※申込書類は返却致しません。
［申込期間］₆月₂日（月）～₉日（月）

午前₉時～午後₅時30分
※土・日曜日を除く。
［そ の 他］
申込期間終了後、書類審査・面接などに
より採用の決定を行います。
また、勤務期間は₆月中旬から12月26
日（金）までの間で、相談に応じます。
勤務期間に応じ、健康保険、厚生年金な
どに加入していただく場合があります。
◆問合せ　福祉グループ　☎98-5519

　
大阪府警察官（巡査）採用試験

　大阪府警察官（巡査）の採用試験を行
います。
［と　　き］₉月21日（日）

午前₉時～午後₄時
［と こ ろ］大阪府立大学　他
［応募資格］昭和59年₄月₂日～平成₉年

₄月₁日に生まれた人
［受 験 料］無料
［申　　込］₇月₁日（火）～₈月₆日（水）

最寄りの警察署か大阪府警察
ホームページで応募要領を受
け取り、お申込みください。

◆問合せ　大阪府警察官採用センター
　　　　　☎0120-3７0-314

税税

　

町・府民税の第₁期納期限は
₆月30日（月）です

　町・府民税の第１期納期限は、₆月30
日（月）です。忘れずにお納めください。
　納付書にコンビニエンスストア収納用
のバーコード印刷があるものは、全国の
コンビニエンスストアで納めることがで
きます。詳しくは納付書をご覧ください。
　また、口座振替をご利用のみなさまは、
残高の確認をお願いします。
平成26年度　各納期限

　なお、納期限までに税金を納めていた
だかないと、次のような督促手数料や延
滞金がかかります。また、督促状を送付
した日から起算して10日を経過した日ま
でに税金を完納しない場合は、滞納処分
を受けることになります。
（１）督促手数料
　督促状を発送した場合１通につき100円

（２）延滞金
　納期限の翌日から納付の日までの期間
に応じて年9.2％（ただし、納期限の翌
日から₁か月を経過する日までの期間に
ついては、年2.9％）の割合で計算した
延滞金がかかります。
◆問合せ　税務グループ　☎98-551７

　

税理士による
無料税務相談センター開設

　近畿税理士会富田林支部による、所得
税や相続税などの無料税務相談が行われ
ます。
　一般納税者の人で、税理士などとの関
与がない人が対象になります。相談を希
望する人は、ご予約ください。
［と　き］₆月25日（水）午後₁時～₄時
［ところ］役場₃階　第₂・第₃会議室
［内　容］口頭による所得税・相続税や経

理などに関する事項
※相談時間は₁人30分程度。

［申　込］電話申込みによる先着順
月～金曜日
午前₉時～午後₄時
※予約状況により当日申込も可。

◆申込・問合せ
　近畿税理士会富田林支部事務局
　☎25-6250

障がい者の出張相談窓口
　障がいのある人やその家族が地域
で安心して生活できるよう、相談支
援事業所で随時、専任職員が相談に
応じています。
　また、役場で相談支援事業所の専任
職員による出張相談窓口を開設します。
　相談希望の人は、６月13日（金）ま
でにお申込みください。
［と　き］６月19日（木）午後１時～３時
［ところ］役場１階　相談室
◆申込・問合せ
　福祉グループ　☎98-5519

第１期 第２期 第３期 第４期

町・府民税 6月30日 9月30日 12月1日 2月2日

固定資産税 6月2日 9月1日 10月31日 1月5日

軽自動車税 6月2日
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　４月からの消費税率８％への引き上げに伴い、臨時的
な措置として、低所得者への負担を考慮し「臨時福祉給
付金」が、また、子育て世帯への影響を緩和し、消費の
下支えを図る観点から「子育て世帯臨時特例給付金」が、
それぞれ支給されます。（両方の給付金を併せて受給す
ることはできません）
●臨時福祉給付金
［支給対象者］
　平成26年１月１日時点、町内に住民登録している人
で、平成26年度町民税が課税されていない人。
※�ただし、平成26年度市町村民税（均等割）が課税さ
れている人に扶養されてい場合は支給対象外です。�

［支　給　額］
　支給対象者一人につき１万円。また、支給対象者の
うち、下記に該当する人には、５千円を加算します。�
・�老齢基礎年金、障がい基礎年金、遺族基礎年金の受
給者など。�
・児童扶養手当、特別障がい者手当の受給者など。�
●子育て世帯臨時特例給付金
［支給対象者］
　臨時福祉給付金の対象外の人のうち、平成26年１月
分の児童手当（特例給付を含む）を受給している人で
あり、かつ、平成25年の所得が児童手当の所得制限額
に満たない人。

［支　給　額］
　児童手当の対象児童１人につき１万円。
�
【臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
申請受付期間など】
［受付期間］７月１日（火）～12月26日（金）
［申請方法］　　　
　町からの案内文書到着後、郵送などで手続をしていた
だく予定です。
・臨時福祉給付金　
　�６月中旬ごろに全世帯に案内文書などを送付します。
　�支給を希望される人は、同封の「臨時福祉給付金申請
書送付請求書」をご返送ください。

　�町で平成26年度の町民税が課税されないことが確認
された人のみに申請書を送付します。

・子ども世帯特例給付金
　�７月中旬ごろに、平成26年１月分の児童手当を受給
している人で、平成25年の所得が児童手当の所得制
限額に満たない人に申請用紙などを送付します。

　�公務員の人は、職場から配布される申請書と受給証明
書を、ご自身で郵送などによりご提出

　ください。
◆問合せ　
　福祉グループ　☎98-5519

「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」
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サカエツアー募集！サカエツアー募集！

☎�0721−98−2951
（ローソン太子町太子店2階）

広
告各コース共、最低催行人数15名様以上

ご旅行の１週間前まで、お申込み受け付けしています！

全コース出発帰着はご相談の上、町内ご自宅近くから。自由な日程でグループ貸し切りも相談O.K‼大阪バス協会加盟バス会社利用

町内出
発

http://www.hatadagls.com/太子役場前西へ200ｍ

真空ガラススペーシア
 フリー
ダイヤル

今ある窓のシャッター雨戸が
そのままで電動シャッター
に変る！！
朝晩の上げ下ろしも静か。
腰痛の方もお年寄りも指一本
リモコン操作でラクラク開閉

シャッター電動化

エコキュート
太陽光発電

工事は一日。照明・蛇口も
取替えて低コスト工事

期間特報

窓の断熱と遮熱は窓ガラスの取替えで簡単に
解消できます。

住宅の省エネに取組み、窓から省エネ効果。
断熱改修・住宅設備機器・その他リフォーム全般。

アルミサッシ
窓リフォーム

玄関・窓・浴室
勝手口・出入り口

低コスト品～高性能品まで
ご予算での勝手口採風ドア

昨年に続き、省エネで所定の
要件を満たすと工事費
補助、お気軽に問合せ下さい。

１３／
https://www.zero-ene.jp/material26/
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広報

夏・秋の団体旅行も好評受付中！

�●６月18日（水）　あじさいの三室戸寺と改修完了平等院から近江八幡の旅　お一人様　9,500円（昼食、三室戸寺・平等院拝観料付）
�� � 太子町内各地（7：30頃出発）＝＝（高速）＝＝霊山寺バラ園＝＝宇治平等院（昼食）＝＝西国霊場三室戸寺あじさい園＝＝近江八幡街並み散策（オプション：近江八番水郷めぐり）＝＝井筒屋八ッ橋本舗（試食、買物）＝＝（高速）＝＝太子町内各地（18：３0頃着）

�●６月24日（火）　話題の竹田城・姫路城とさくらんぼ農園の旅　お一人様　8,800円（昼食、花しょうぶ園入場付）オプション：NHK大河ドラマ館500円・さくらんぼ狩り2,000円（20分食べ放題）
��� 太子町内各地（7：30頃）＝＝山崎花しょうぶ園＝＝そうめんの里（昼食、資料館自由見学）＝＝姫路城周辺自由見物（オプション：ＮＨＫ大河ドラマ館）＝＝竹田城展望＝＝さくらんぼ農園（買物）（オプション：さくらんぼ狩り）＝＝海鮮せんべいの里
�� � （試食、買物）＝＝太子町内各地（19：00頃着）

�●６月26日（木）　なばなの里あじさい、花しょうぶ祭りと味の素工場見学の旅　お一人様　9,500円（ランチバイキング付）
�� � 太子町内各地（8：00頃出発）＝＝味の素東海工場（見学、チョッピリプレゼント）＝＝スタミナ太郎（ランチバイキング）＝＝なばなの里（花しょうぶ、あじさい祭り）＝＝太子町内各地（17：３0頃着）
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